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【通信画像情報活用加算】
（問）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の注16に

規定する通信画像情報活用加算について、訪問歯科衛

生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報

通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日

以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該

加算の算定についてどのように考えればよいか。

（答）当該観察日から６月以内に限り、算定できる。

ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載する

こと。

（問）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の留意事

項通知（43）において、「リアルタイムで口腔内の画像

を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内

カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイム

で口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。

（答）歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察で

きるものであれば、該当する。

（問）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の注16に

規定する通信画像情報活用加算について、「過去２月

以内に区分番号Ｃ００１に掲げる訪問歯科衛生指導料

を算定した患者」とあるが、区分番号「Ｃ００１」訪

問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から

起算して２月以内であれば算定可能か。

（答）算定可。

（問）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の留意事

項通知43において、「「注16」に規定する通信画像情報

活用加算は、区分番号Ｃ００１に掲げる訪問歯科衛生

指導料を算定する日（区分番号Ｃ０００に掲げる歯科

訪問診療料を算定する日を除く。）において、歯科衛

生士等がリアルタイムで口腔内の画像（以下、口腔内

ビデオ画像という。）を撮影できる装置を用いて、患

者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関にお

いて、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画

像により当該患者の口腔内を観察（ビデオ通話に準ず

る方式）し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活

用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療

養管理指導費（歯科衛生士等が行う場合）又は介護予

防居宅療養管理指導費（歯科衛生士等が行う場合）を

算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮

影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当

該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで当

該口腔内ビデオ画像を観察（ビデオ通話に準ずる方

式）し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用し

た場合、算定可能か。

（答）算定可。

　この場合、居宅療養管理指導費（歯科衛生士等が行

う場合）又は介護予防居宅療養管理指導費（歯科衛生

士等が行う場合）を算定した日に当該保険医療機関の

歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用い

て口腔内等の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘

要欄に記載すること。

【口腔細菌定量検査】
（問）区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査の

留意事項通知（２）のロにおいて、「区分番号Ａ００

０に掲げる初診料の（14）のイ、ロ若しくはニの状態

又は区分番号Ａ００２に掲げる再診料の（６）のイ、

ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間

中に区分番号「Ａ０００」初診料の留意事項通知14）

のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「Ａ００

０」初診料の注６に規定する歯科診療特別対応加算又

は区分番号「Ａ００２」再診料の留意事項通知（６）

のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「Ａ００

２」再診料の注４に規定する歯科診療特別対応加算を

算定した場合、区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定

量検査は算定可能か。

（答）算定可。

（問）区分番号「Ｂ０００－６」周術期等口腔機能管

理料（Ⅰ）、区分番号「Ｂ０００－７」周術期等口腔

機能管理料（Ⅱ）又は区分番号「Ｂ０００－８」周術

期等口腔機能管理料（Ⅲ）を算定している患者に対し

て、区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査は算

定可能か。

（答）区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査の

留意事項通知（２）の状態の患者に対して行う場合に

限り、算定できる。

（問）区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査に

ついて、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場

合、算定可能か。

（答）区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査の

留意事項通知（２）の状態の患者に対して行う場合に

限り、算定できる。

（問）区分番号「Ｄ００２－６」口腔細菌定量検査の

留意事項通知（２）において、「口腔バイオフィルム

感染症の診断を目的として実施した場合に算定でき

る」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染

症と診断された場合の管理は、区分番号「Ｂ０００－

４」歯科疾患管理料又は区分番号「Ｃ００１－３」歯

科疾患在宅療養管理料を算定可能か。

（答）算定可。

【画像診断】
（問）健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受

診した患者に対して、前歯及び小臼歯のうち３歯以上

の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険給付の対象と

なる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合

において、通則第５号に規定する電子画像管理加算、

区分番号「Ｅ０００」写真診断の「２」の「イ」歯科

パノラマ断層撮影及び区分番号「Ｅ００１」歯、歯周

組織、顎骨、口腔軟組織の「２」の「イ」歯科パノラ

マ断層撮影の場合は算定可能か。

（答）算定可。

【歯周病安定期治療】
（問）令和４年３月31日以前に旧歯科点数表における

区分番号「Ｉ０１１－２－２」歯周病安定期治療

（Ⅱ）を算定していた患者について、同年４月１日以

降に区分番号「Ｉ０１１－２」歯周病安定期治療を算

定する場合、区分番号「Ｄ００２」歯周病検査は別に

算定可能か。

（答）算定可。なお、区分番号「Ｉ０１１－２」歯周

病安定期治療と区分番号「Ｄ００２」歯周病検査は同

日に算定しても差し支えない。

（問）区分番号「Ｉ０１１－２」歯周病安定期治療を

算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強

化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を

取り下げた場合の次回の区分番号「Ｉ０１１－２」歯

周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日

から起算して２月を経過した日以降に可能ということ

か。

（答）そのとおり。

【フッ化物歯面塗布処置】
（問）区分番号「Ｉ０３１」フッ化物歯面塗布処置の

「２」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算

定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の

病名はどのように記載すればよいか。

（答）「初期の根面う蝕」又は「根Ｃ」と記載する。

なお、処置を行った部位を記載すること。

【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】
（問）区分番号「Ｍ０１５－２」CAD/CAM冠及び区分

番号「Ｍ０１５－３」CAD/CAMインレーについて、

CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）を小臼歯に対して使用した場

合、CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）の材料料は算定可能か。

（答）算定不可。CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）を小臼歯に

対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料（Ⅰ）又は

CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）の材料料を算定する。

【病理診断】
（問）歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内

から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結

果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検

体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点

数表「Ｎ００４」細胞診の注２に規定する液状化検体

細胞診加算は算定可能か。

（答）算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算

定できない。

【施設基準】
（問）区分番号「Ａ０００」初診料の施設基準通知につ

いて、「第２の７」の歯科点数表の初診料の注１に規定

する施設基準及び「第３」の地域歯科診療支援病院歯科

初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和４年

３月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行ってい

る保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場

合、同年４月１日以降に再度届出を行わなくてよいか。

（答）よい。ただし、年１回、様式２の７による地方

厚生（支）局長への報告を行うこと。

（問）令和４年３月31日以前に、区分番号「Ａ００

０」初診料の施設基準通知「第２の７」の歯科点数表

の初診料の注１に規定する施設基準及び「第３」の地

域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等に

おける「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準

予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす

内容の研修を受講した場合、当該通知「第２の７」の

（３）又は「第３」の（９）を満たしていることとし

てよいか。

（答）よい。

（問）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設

基準について、要件が変更されたが、令和４年３月31

日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を

満たしている場合、同年４月１日以降に再度届出を行

わなくてよいか。

（答）よい。

（問）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設

基準通知（２）のアにおいて、「過去１年間に歯周病

安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回

以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表にお

ける区分番号「Ｉ０１１－２」歯周病安定期治療

（Ⅰ）、区分番号「Ｉ０１１－２－２」歯周病安定期

治療（Ⅱ）及び区分番号「Ｉ０１１－２－３」歯周病

重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。

（答）届出を行う日から過去１年間に算定したものに

限り、含めてよい。
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